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衆
議
院
議
員
佐
藤
謙
一
郎
君
提
出
ダ
ム
事
業
に
伴
う
生
活
再
建
関
連
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
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を
送
付
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一
に
つ
い
て 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

建
設
省
所
管
の
ダ
ム
等
事
業
の
う
ち
、
御
指
摘
の
「
総
点
検
」
（
以
下
「
総
点
検
」
と
い
う
。
）
及
び
「
再
評
価
」
（
以 

 
 

 
 

下
「
再
評
価
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
検
討
結
果
に
基
づ
き
、
事
業
に
係
る
水
需
要
の
見
通
し
が
変
化
し
た
こ
と
、
治
水
計 

 
 

画
上
の
よ
り
優
れ
た
代
替
案
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
等
の
理
由
に
よ
っ
て
平
成
十
年
度
以
降
又
は
平
成
十
一
年
度
以
降

は
事
業
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
も
の
及
び
事
業
の
緊
急
性
、
地
元
状
況
等
に
か
ん
が
み
て
平
成
十
一
年
度
の
予
算
概
算
要

求
で
は
要
求
を
行
わ
ず
、
そ
の
代
替
案
も
含
め
た
今
後
の
事
業
の
進
め
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
も
の
（
以
下

「
中
止
又
は
休
止
ダ
ム
等
事
業
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
事
業
の
実
施
に
伴
い
住
居
の
移
転
が
必
要
と
な
る
各
世
帯
に 

 

そ
の
意
向
を
踏
ま
え
て
代
替
地
と
し
て
提
供
す
る
土
地
の
取
得
及
び
造
成
に
関
す
る
計
画
が
既
に
定
め
ら
れ
て
い
る
事
例
は

存
し
な
い
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
「
代
替
地
の
造
成
を
進
め
る
可
能
性
」
に
つ
い
て
現
時
点
で
は
検
討
し
て
い
な
い
。 

中
止
又
は
休
止
ダ
ム
等
事
業
に
お
い
て
は
、
事
業
の
施
行
者
と
事
業
用
地
の
所
有
者
等
で
構
成
さ
れ
る
団
体
と
の
間
で
、

事
業
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
合
意
等
を
内
容
と
す
る
協
定
又
は
損
失
補
償
の
基
準
に
関
す
る
協
定
が
既
に
締
結
さ
れ
て 

衆
議
院
議
員
佐
藤
謙
一
郎
君
提
出
ダ
ム
事
業
に
伴
う
生
活
再
建
関
連
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

 



 

四
に
つ
い
て 

五
及
び
六
に
つ
い
て 

中
止
又
は
休
止
ダ
ム
等
事
業
に
お
い
て
は
、
水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
ダ
ム
等
に
係
る
事
業
は
存
し
な
い
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
「
水
源
地
域
整
備
計
画
ど
お
り
の
事
業

を
進
め
る
可
能
性
」
及
び
「
水
源
地
域
整
備
計
画
と
同
様
の
地
域
整
備
計
画
を
定
め
て
事
業
を
進
め
る
可
能
性
」
に
つ
い
て 

中
止
又
は
休
止
ダ
ム
等
事
業
に
お
い
て
は
、
付
替
道
路
（
公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
公
共
補
償
基
準
要
綱
（
昭
和
四
十
二

年
二
月
二
十
一
日
閣
議
決
定
）
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
現
物
補
償
と
し
て
公
共
事
業
の
起
業
者
が
工
事
を
施

行
し
、
道
路
の
管
理
者
に
引
き
渡
す
代
替
の
道
路
を
い
う
。
）
に
係
る
工
事
に
既
に
着
手
し
て
い
る
事
例
が
存
し
、
当
該
事 

 

例
に
あ
っ
て
は
、
個
別
の
事
案
に
係
る
対
応
と
し
て
、
そ
の
付
替
道
路
に
係
る
工
事
を
道
路
事
業
と
し
て
継
続
し
て
実
施
す

る
旨
の
判
断
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

い
る
事
例
は
存
し
な
い
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
「
水
没
予
定
地
の
人
々
と
補
償
基
準
を
取
り
決
め
て
補
償
を
行
う
可
能
性
」

及
び
「
水
没
予
定
地
の
人
々
に
対
し
て
補
償
基
準
ど
お
り
の
補
償
を
行
う
可
能
性
」
に
つ
い
て
現
時
点
で
は
検
討
し
て
い
な

い
。 

二 

 



 

 

三 

現
時
点
で
は
検
討
し
て
い
な
い
。 

七
に
つ
い
て 

中
止
又
は
休
止
ダ
ム
等
事
業
に
関
す
る
御
指
摘
の
「
事
業
計
画
ど
お
り
の
事
業
を
進
め
る
可
能
性
」
に
つ
い
て
は
、
水
源

地
域
対
策
基
金
（
水
没
関
係
住
民
の
生
活
再
建
等
を
目
的
と
し
て
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条

の
規
定
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
公
益
法
人
を
い
う
。
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寄
附
行
為
に
基
づ
き
自
ら
判
断
す
る
も
の
で
あ
る 

と
考
え
る
。 

八
に
つ
い
て 

中
止
又
は
休
止
ダ
ム
等
事
業
に
お
い
て
は
、
事
業
の
施
行
者
又
は
関
係
地
方
公
共
団
体
が
、
事
業
の
実
施
に
伴
い
住
居
の

移
転
が
必
要
と
な
る
各
世
帯
に
そ
の
意
向
を
踏
ま
え
て
生
活
再
建
に
係
る
措
置
を
提
示
し
て
い
る
事
例
は
存
し
な
い
こ
と
か

ら
、
御
指
摘
の
「
生
活
再
建
事
業
を
進
め
る
可
能
性
」
に
つ
い
て
現
時
点
で
は
検
討
し
て
い
な
い
。 


